


 
  

(１) 

・外国において、学校教育における 12 年の課程を修了した者 
・外国における、12 年の課程修了相当の学力認定試験に合格し、18 歳に達した者 
・日本において、外国の高等学校相当として指定された外国人学校を修了した者 
・外国において、11 年以上の、文部科学大臣に指定された課程を修了した者 

(２) ・高等学校卒業程度認定試験（旧大学入学資格検定）に合格し、18 歳に達した者 
(３) ・文部科学大臣が認定した在外教育施設を修了した者 
(４) ・文部科学大臣が指定した専修学校の高等課程を修了した者 

(５) 
・広島大学において、個別の入学資格審査により、高等学校を卒業した者と同等以上の学
力があると認めた者で、18 歳に達した者 

(６) 

・外国の大学入学資格である国際バカロレア資格、アビトゥア資格、フランスのバカロレ
ア資格、GCEA レベル資格、国際 A レベル資格又は欧州バカロレア資格を有する者 
・国際的な評価団体＜ WASC、ACSI、Cognia、NEASC、CIS 又は COBIS ＞の認定を受
けた教育施設の 12 年の課程を修了した者 
・その他文部科学大臣の指定した者 

 


